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衆
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橘
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君
提
出
今
後
の
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る
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一
、
三
、
四
及
び
六
に
つ
い
て

「
司
法
制
度
改
革
推
進
計
画
」
（
平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
は
、
「
法
科
大
学
院
を
含
む
新
た
な
法
曹
養
成

制
度
の
整
備
の
状
況
等
を
見
定
め
な
が
ら
、
平
成
二
十
二
年
こ
ろ
に
は
司
法
試
験
の
合
格
者
数
を
年
間
三
千
人
程
度
と
す
る

こ
と
を
目
指
す
」
と
の
目
標
を
設
定
し
て
い
る
。

本
年
の
新
司
法
試
験
合
格
者
数
は
二
千
七
十
四
人
で
あ
り
、
合
格
率
（
受
験
者
数
に
占
め
る
合
格
者
数
の
割
合
）
は
二
十

五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
こ
ろ
、
合
格
者
は
、
司
法
試
験
委
員
会
に
お
い
て
、
法
曹
と
な
る
べ
き
能
力
の
有
無
を
判
定

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
適
切
に
決
定
さ
れ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
年
に
お
い
て
前
記
目
標
を
下
回
っ
て

い
る
こ
と
は
遺
憾
で
あ
り
、
法
務
省
及
び
文
部
科
学
省
の
共
催
に
よ
る
「
法
曹
養
成
制
度
に
関
す
る
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー

ム
」
の
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
法
曹
養
成
制
度
の
問
題
点
・
論
点
等
に
関
し
、
法
務
省
及
び
文
部
科
学
省
に
お

い
て
、
御
指
摘
の
検
討
体
制
の
在
り
方
を
含
め
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一
、
三
、
四
及
び
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
目
標
は
、
司
法
制
度
改
革
に
関
す
る
幅
広
い
議
論
を
経
た
上
で
閣
議
決
定
さ
れ

一



た
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
で
、
直
ち
に
、
こ
れ
と
異
な
る
新
た
な
目
標
を
設
定
す
る
状
況
に
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

法
科
大
学
院
修
了
者
の
就
職
に
つ
い
て
は
、
法
科
大
学
院
協
会
に
お
い
て
、
法
務
省
、
文
部
科
学
省
等
と
連
携
し
、
企
業

法
務
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
官
公
庁
の
業
務
に
関
す
る
説
明
会
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
就
職
状
況
の
調
査
等
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
政
策
評
価
に
つ
い
て
は
、
本
年
五
月
か
ら
、
総
務
省
に
お
い
て
、
有
識
者
の
参
加
を
得
て
、
「
法
科
大
学
院
（

法
曹
養
成
制
度
）
の
評
価
に
関
す
る
研
究
会
」
を
開
催
し
、
評
価
の
在
り
方
、
方
法
等
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
同
研
究
会
の
検
討
結
果
は
、
本
年
十
二
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
り
、
御
指
摘
の
政
策
評
価
の
実

施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
一
、
三
、
四
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
検
討
の
状
況
も
見

定
め
な
が
ら
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


